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（
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
九
十
八
回
国
会
閣
法
第
四
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
地
域
の
活
力
の
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対

す
る
特
別
の
措
置
と
し
て
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
対
す
る
建
築
基
準
法
等
の
特
例
及
び
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等

整
備
事
業
に
対
す
る
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
の
特
例
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
の
創
設

１

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら

み
て
一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
、
住
宅
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
一
体
的
に
開
発
さ
れ
た
相

当
数
の
住
宅
の
存
す
る
一
団
の
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
人
口
の
減
少
又
は
少
子
高

齢
化
の
進
展
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
維
持
又
は
増
進
及
び
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ

る
区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
区
域
の
住
民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ

て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
」
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と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
を
追
加
す
る
。

２

認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
と
し
て
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
対
す
る
建
築
物
の

建
築
等
の
許
可
、
介
護
保
険
の
事
業
者
の
指
定
及
び
道
路
運
送
事
業
の
許
可
等
の
手
続
の
特
例
等
を
追
加
す
る
。

二
、
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
の
創
設

１

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
、
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
（
人
口
の
減
少
に
よ
り
、
そ
の
活

力
の
維
持
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
農
村
地
域
そ
の
他
の
農
地
等
を
含
む
一
定
の
区

域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
移
住
す
る
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら

れ
る
区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
に
移
住
す
る
者
に
対
し
て
当
該
農
村
地
域
等
移
住

促
進
区
域
内
に
お
け
る
既
存
住
宅
の
取
得
等
及
び
農
地
等
に
つ
い
て
の
権
利
の
取
得
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
農
村

地
域
等
移
住
促
進
区
域
へ
の
移
住
の
促
進
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又

は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も

の
を
追
加
す
る
。

２

認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
と
し
て
、
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
に
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対
す
る
都
市
計
画
法
等
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
配
慮
及
び
農
地
等
の
権
利
移
動
の
許
可
の
手
続
の
特
例
を
追
加
す
る
。

三
、
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
の
創
設

１

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
、
地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
施
設
の

有
効
活
用
を
図
る
事
業
で
あ
っ
て
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
か
つ

効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
（
公
共
施
設
等
の
整
備
等
（
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理
者
と
な
る
公
共
施
設
等
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は

生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
を

追
加
す
る
。

２

認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
と
し
て
、
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
に
対

す
る
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
の
特
例
を
追
加
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
の
適
用
の
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状
況
そ
の
他
の
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
再
生
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


